
評価室規則 
（平成１６年島大規則第１７１号） 

（平成１６年１０月１日制定） 

〔令和２年１２月２８日最終改正〕 

 （趣旨） 
第１条 この規則は，島根大学評価室（以下「評価室」という。）の組織及び運営に関し，

必要な事項を定めるものとする。 
 （目的） 
第２条 評価室は，島根大学（以下「本学」という。）における教育，研究，管理運営等の

大学評価の基礎となる情報（教員個々に係るものを含む。）（以下「大学評価情報」とい

う。）を収集し，組織活動を評価するとともに，大学評価情報及び評価結果の公開及び提

供を行うことを目的とする。 
 （業務） 
第３条  評価室は，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 大学評価情報の収集，整理，蓄積及び提供に関すること。 
二 自己点検評価・外部評価の実施に関すること。 
三  第三者評価への対応に関すること。 
四  評価基準・評価手法の開発に関すること。 
五  大学評価情報の公開に関すること。 
六 学部等の自己評価等を所管する委員会等との連絡・調整に関すること。 
七 教育研究評議会からの付託事項に関すること。 
八  その他評価に関すること。 

 （組織） 
第４条 評価室に，次の各号に掲げる職員を置く。 
  一  室長 
  二  専任教員 
  三  室員  
 四 その他必要な職員 
 （室長） 
第５条 室長は，学長が指名する理事をもって充てる。 
２  室長は，評価室の業務を掌理する。 
 （室員） 
第６条 室員は，職員のうちから，学長が任命する。 
２ 室員の任期は，３年とし，再任を妨げない。 
 （評価室会議） 
第６条の２ 評価室の業務の円滑な企画及び実施を図るとともに，評価室の運営に関する

事項を審議するため評価室会議を置く。 
２ 評価室会議は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 第３条に規定する業務に関すること。 
二 評価室の専任教員の配置計画に関すること。 



三 評価室の予算及び決算に関すること。 
四 プロジェクトチームの設置に関すること。 
五 その他評価室の運営に関する必要な事項 

３ 評価室会議は，次の各号に掲げる委員で組織する。 
一 室長 
二 専任教員 
三 室員 

４ 評価室会議は，室長が招集し，議長は室長をもって充てる。 
５ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 
６ 評価室会議は，委員の過半数の出席により成立する。 
７ 議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 
８ 第３項第３号の委員のうち一般職員は，第２項第２号の事項の審議には加わらないも

のとする。 
９ 評価室会議が必要と認めたときは，評価室会議に委員以外の者の出席を求め，その意

見を聴くことができる。 
 （プロジェクトチーム） 
第７条 評価室に，特定事項を処理する必要があるときは，プロジェクトチームを置くこ

とができる。 
２ プロジェクトチームの構成員は，室長の推薦に基づき，学長が任命する。 
３ プロジェクトチームに関し必要な事項は，評価室において定める。 
第８条 削除 
第９条 削除 
 （事務） 
第１０条 評価室の事務は，企画部企画広報課において処理する。 
 （雑則） 
第１１条 この規則に定めるもののほか，評価室に関し必要な事項は，別に定める。 
   附 則 
１ この規則は，平成１６年１０月１日から施行する。 
２ この規則の施行後最初に任命される第４条第３号の室員の任期は，第６条第２項の規定

にかかわらず，平成１８年３月３１日までとする。 
附  則（平成１８年３月２２日一部改正） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。  
附  則（平成１８年７月１８日一部改正） 

この規則は，平成１８年７月１８日から施行する。  
附  則（平成１９年３月２６日一部改正） 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。  
   附 則（平成２４年３月１９日一部改正） 
 この規則は，平成２４年４月１日から施行する。  
   附 則（平成２５年９月９日一部改正） 



１ この規則は，平成２５年９月９日から施行する。 
２ 島根大学評価室運営委員会規則（平成１６年島大規則第１７２号）は，廃止する。 
   附 則（平成２７年３月２５日一部改正） 
 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。  
   附 則（平成２７年９月２５日一部改正） 
 この規則は，平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２１日一部改正） 
 この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２０日一部改正） 
 この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月１２日一部改正） 
 この規則は，平成３１年２月１２日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日一部改正） 
 この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則（令和２年１２月２８日一部改正） 
 この規則は，令和３年１月１日から施行する。 


